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１．技能習得型研修については、実施要綱２．（２）③において、「研修は講義及

び演習により行うものとし、演習はグループ討議形式で行うこと」としている

ところである。感染予防の観点から、講義及び演習を情報通信機器を用いた方

法により実施しても差し支えないこと。 

ただし、情報通信機器を用いた方法により研修を実施する場合であっても、

研修の内容等については、実施要綱に掲げる事項を遵守した上で実施すること。

特に、グループ討議形式で行う演習を情報通信機器を用いた方法により実施す

る場合は、Web会議システム等を用いた双方向の通信等により、十分なグルー

プ討議ができるようにするとともに、本人確認を行い受講者本人による受講が

確実になされるよう十分に留意すること。 

 

２．知識習得型研修については、実施要綱２．（２）④において、「知識習得型研

修は講義により行うものとし、その際、講義はｅラーニングにより行うことが

できること」としているところであり、感染防止対策の一環としてｅラーニン

グによる研修の実施を考慮すること。 

 

３．１及び２によらず、講義及び演習を実施する場合は、実施地域の感染状況を

十分に踏まえ、「三つの密」が発生しない席配置、人と人との距離の確保、マ

スクの着用等、基本的な感染防止策を徹底すること。 


